
          第３７回南幌町農業委員会総会議事録  

 

 

 令和２年６月２６日（金）午後２時３０分より、役場庁議室において第  

３７回南幌町農業委員会総会が開催された。  

 本日の出席者は次のとおり。  

                      

            

                      １  番   馬  場  政  通  

２  番   清  水  春  樹  

                      ３  番   立  川  久  彦  

 ４  番   青  木  義  春  

５  番   江  郷    弘  

６  番   瀬  川    徹  

７  番   野呂田  雄一郎  

８  番   南    則  之

９  番   林    裕  司  

 10 番   渡  邉  信  光  

11 番   鍋  山  洋  一  

                      12 番   山  下  義  昭  

 

                  欠席者   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

本日の議案は次のとおり  

 

報告第１号  農業経営改善計画の認定について  

議案第１号  農用地等のあっせん結果について  

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号  農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法人の定期報

告について  

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            事務局出席者   事 務 局 長  砂  田   隆 樹 

事務局主査  柳  沢   妙  子  

 

 

 

 

 

 



議   長   これより、第３７回南幌町農業委員会総会を開会いたします。  

本日の出席者は１２名でございます。  

ただちに本日の会議を開きます。  

 

      日程第１  議事録署名委員の指名を行います。  

議事録署名委員の指名につきましては、会議規則第１４条の規  

定により議長において指名いたします。１１番  鍋山  委員、  

１番  馬場  委員  以上ご両名を指名いたします。  

 

日程第２  会期の決定をいたします。お諮りいたします。  

第３７回南幌町農業委員会総会は、６月２６日  本日１日限り

といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

 

     （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第３７回南幌町農業委員会総会  

は、６月２６日  本日１日限りと決しました。  

日程第３  諸般報告を行います。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   諸般報告。  

令和２年５月２７日、第３６回農業委員会総会を開催した。  

６月９日、あっせん委員会及び利用調整会議を開催し、関係委

員出席した。  

１７日、令和２年第２回議会定例会に会長出席した。  

１８日、北海道農業会議第８９回総会が札幌市で開催され、会

長出席した。  以上でございます。  

 

議   長   諸般報告につきましては、只今事務局長朗読のとおりでござい

ますので、報告済みといたします。  

                                   

 

議   長   日程第４  報告第１号  農業経営改善計画の認定についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。  

 



事務局長   報告第１号  農業経営改善計画の認定について。  

      南幌町長より、農業経営基盤強化促進法第１２条第１項の規定

により農業経営改善計画の認定した旨の通知があったので報告す

る。令和２年６月２６日提出。南幌町農業員会会長名。  

 

事務局    報告第１号について説明いたします。農業経営改善計画の認定に

つきましては、１３件でございます。  

      認定年月日は、令和２年６月１２日、有効期限が令和７年６月  

１１日までとなっております。  

     認定番号２の６の１、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の２、住所は南○線西○番地、○○○○、     

南認定番号２の６の３、住所は○町○丁目○番○号、○○○○、  

     認定番号２の６の４、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の５、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の６、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の７、住所は○○○丁目○番○号、○○○○、  

     認定番号２の６の８、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の９、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の 10、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の 11、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の 12、住所は南○線西○番地、○○○○、  

     認定番号２の６の 13、住所は南○線西○番地、○○○○、  

 いずれも再認定です。  

      認定農業者の経営体の総数につきましては、１５１経営体で、  

うち法人が１５法人となります。  以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行ないます。  

       

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、報告第１号  農業経営改善計画の認

定については報告済みといたします。  

                                  

  



議   長   日程第５  議案第１号  農用地等のあっせん結果についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第１号  農用地等のあっせん結果について。  

      第３６回農業委員会総会に申出があった農用地のあっせんに対

して、あっせん委員より南幌町農地移動適正化あっせん基準第６

条第５項の規定によるあっせん調書の提出があったので審議願い

意見を求める。令和２年６月２６日提出。  

南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第１号について説明いたします。農用地等のあっせん結果

につきましては、２件でございます。初めに１件目の説明をいた

します。１件目のあっせん申出者は、空知郡南幌町南○線西○番

地、○○○○。あっせん申出地は、空知郡南幌町字幌向原野○○

○○、番の○、田で○○○○、㎡他計２筆ございまして  

○○○○○㎡となります。  

あっせん年月日は、令和２年６月９日。結果につきましては、成

立でございます。価格につきましては、田 10a あたり  

○○○○○○円、あっせんの相手は南幌町南○線西○番地、○○

○○でございます。あっせん委員につきましては、６番  瀬川委

員、 10 番  渡邉委員、 12 番  山下委員。以上の結果となってご

ざいます。  

 

議   長   只今の説明に関連して、あっせんにあたられました委員より補

足があればお願いいたします。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   ないようなので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第１号  農用地等のあっせん結果の１



件目につきましては、提案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって農用地等のあっせん結果１件目

につきましては、提案のとおり承認することに決しました。  

      あっせん結果２件目につきましては、農業委員会法第３１条、

議事参与の制限により、清水委員の退席を求めます。退席するま

での間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

      （暫時休憩し、清水委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  ２件目のあっせん申出者は、空知郡南幌町南○線西○番地、○

○○○。あっせん申出地は、空知郡南幌町○○○○番の○、田で

８，０３１㎡となります。  

あっせん年月日は、令和２年６月９日。結果につきましては、

成立でございます。価格につきましては、田 10a あたり  

○○○○○○円、あっせんの相手は南幌町○○○丁目○番○の○

号、○○○○でございます。あっせん委員につきましては、６番  

瀬川委員、 10 番  渡邉委員、 12 番  山下委員。以上の結果とな

ってございます。  

 

議   長   只今の説明に関連して、あっせんにあたられました委員より補

足があればお願いいたします。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   ないようなので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 



議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。農用地等のあっせん結果の２件目につきま

しては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって農用地等のあっせん結果２件目

につきましては、提案のとおり承認することに決しました。  

      退席しております清水委員が席に着くまでのする間、暫時休憩

とさせていただきます。  

 

      （暫時休憩し、清水委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

                                   

  

議   長   日程第６  議案第２号  農用地利用集積計画の決定についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第２号  農用地利用集積計画の決定について。  

      農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により南幌町より決定

を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を求める。  

      令和２年６月２６日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第２号について説明いたします。農用地利用集積計画の決

定につきましては、所有権移転が１７件でございます。初めに１

件説明いたします。  

整理番号２の６の１の買い手は、南幌町南○線西○番地、○○

○○。売り手は、南幌町南○線西○番地、○○○○。土地につき

ましては、南幌町字幌向原野○○○○番の○、田で１０，２３７

㎡他計２筆ございまして、１４，８２７㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  



以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第２号農用地利用集積計画の決定、整

理番号２の６の１については承認することにご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号２の６の１は承認す

ることに決しました。  

      整理番号２の６の２につきましては、農業委員会法第３１条、

議事参与の制限により、清水委員の退席を求めます。  

      退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

       （暫時休憩し、清水委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  整理番号２の６の２の買い手は、南幌町○○○丁目○番○○○

○号、○○○○。売り手は、南幌町南○線西○番地、○○○○。

土地につきましては、南幌町○○○○番の○、田で８，０３１㎡

となります。  

価格につきましては、○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

       （なしの声）  

 



議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第２号農用地利用集積計画の決定、整

理番号２の６の２については承認することにご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号２の６の２は承認す

ることに決しました。  

      退席しております清水委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

      （暫時休憩し、清水委員は着席する）  

  

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  続いて、整理番号２の６の３から２の６の１２までを説明いた

します。  

整理番号２の６の３の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、田で４３，４６６㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の４の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番、田で４７，２６５㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の５の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番、田で１３，９０６㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の６の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、田で３０，３５３㎡他計５筆ございまして７７，

１５９㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  



整理番号２の６の７の買い手は、南幌町○○○丁目○番  

○○○○号、○○○○。売り手は、○○○○○。  

土地につきましては、南幌町○○○○番の○○、田で  

３５，４２６㎡他計１６筆ございまして４３，０７５㎡となりま

す。価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の８の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番、田で９，２６７㎡他計１０筆ございまして  

７７，２０７㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の９の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、畑で１，２８２㎡他計４筆ございまして３８，

２４８㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の１０の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、田で１９，２５５㎡他計５筆ございまして５７，

４４１㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の１１の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、田で２１，１２９㎡他計６筆ございまして８０，

７８５㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の１２の買い手は、南幌町○○○丁目○番○号、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、畑で８８４㎡他計３筆ございまして  

４，５２６㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 



議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。整理番号２の６の３から２の６の１２につ

いては承認することにご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号２の６の３から２の

６の１２については承認することに決しました。  

      整理番号２の６の１３につきましては、農業委員会法第３１条、

議事参与の制限により、瀬川委員の退席を求めます。  

      退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

      （暫時休憩し、瀬川委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  整理番号２の６の１３の買い手は、南幌町○○○丁目○番○号、

○○○○。売り手は、○○○○。土地につきましては、南幌町

○○番の○、田で１，５８３㎡他計７筆ございまして６８，８

１０㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  



      お諮りいたします。整理番号２の６の１３については承認する

ことにご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号２の６の１３は承認

することに決しました。  

      退席しております瀬川委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

      （暫時休憩し、瀬川委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  整理番号２の６の１４から２の６の１６までを説明いたします。  

整理番号２の６の１４の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の○、田で２２，５５３㎡他計２筆ございまして   

２３，０２６㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の１５の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

○○○○番の２、田で２１，９０４㎡他計２筆ございまして２２，

６７１㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

整理番号２の６の１６の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

字幌向原野○○○○番の○、田で１２，９９８㎡他計４筆ござい

まして７７，７１７㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 



議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。整理番号２の６の１４から２の６の１６に

ついては承認することにご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号２の６の１４から２

の６の１６については承認することに決しました。  

      整理番号２の６の１７につきましては、農業委員会法第３１条、

議事参与の制限により、立川委員の退席を求めます。  

      退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

      （暫時休憩し、立川委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  整理番号２の６の１７の買い手は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。売り手は、○○○○○。土地につきましては、南幌町

字幌向原野○○○○番の○、田で１２，０５７㎡他計２筆ござい

まして２３，５２０㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  



      お諮りいたします。議案第２号農用地利用集積計画の決定、整

理番号２の６の１７については、提案のとおり承認することに

ご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、整理番号２の６の１７につい

ては、提案のとおり承認することに決しました。  

退席しております立川委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

       （暫時休憩し、立川委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

                                   

 

議   長   日程第７  議案第３号  農地法第６条の規定に基づく農地所有

適格法人の定期報告についてを議題といたします。  

事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第３号  農地法第６条の規定に基づく農地所有適格法人の

定期報告について。  

      農地法第６条の規定に基づき、平成３１・令和元年度中の報告

を受けた農地所有適格法人に関して、同法第２条第３項に規定さ

れる要件の適合状況について承認を求める。  

令和２年６月２６日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第３号について説明いたします。農地法第６条の規定に基

づく農地所有適格法人の定期報告につきましては、１６件でござ

います。  

      先に、株式会社○○○○、有限会社○○○、株式会社○○○○

○○、有限会社○○○○、株式会社○○○○、有限会社○○、有

限会社○○○○、有限会社○○○、有限会社○○、株式会社○○

○○、有限会社○○○、有限会社○○○○○○○○の１２法人に



つきまして、別添の別記第２２号様式農地所有適格法人要件確認

書にありますとおり、形態要件、事業要件、構成員要件、業務執

行役員要件のすべてを満たすと考えております。以上でございま

す。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。  

株式会社○○○○、有限会社○○○、株式会社○○○○○○、

有限会社○○○○、株式会社○○○○、有限会社○○、有限会社

○○○○、有限会社○○○、有限会社○○、株式会社○○○○、

有限会社○○○、有限会社○○○○○○○○の１２法人について

は提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、株式会社○○○○、有限会社

○○○、株式会社○○○○○○、有限会社○○○○、株式会社○

○○○、有限会社○○、有限会社○○○○、有限会社○○○、有

限会社○○、株式会社○○○○、有限会社○○○、有限会社○○

○○○○○○の１２法人については提案のとおり承認することに

決しました。  

株式会社○○○については、農業委員会法第３１条、議事参与

の制限により、青木委員の退席を求めます。  

青木委員が退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

（暫時休憩し、青木委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事  務  局   株式会社○○○については、別添の別記第２２号様式農地所有



適格法人要件確認書にありますとおり、形態要件、事業要件、構

成員要件、業務執行役員要件のすべてを満たすと考えております。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。株式会社○○○については提案のとおり承

認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって株式会社○○○については提案

のとおり承認することに決しました。  

      退席しております青木委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

（暫時休憩し、青木委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

有限会社○○○○については、農業委員会法第３１条、議事参

与の制限により、鍋山委員の退席を求めます。  

鍋山委員が退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

（暫時休憩し、鍋山委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事  務  局   有限会社○○○○については、別添の別記第２２号様式農地所

有適格法人要件確認書にありますとおり、形態要件、事業要件、

構成員要件、業務執行役員要件のすべてを満たすと考えておりま

す。以上でございます。  



 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。有限会社○○○○については提案のとおり

承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって有限会社○○○○については、

提案のとおり承認することに決しました。  

      退席しております鍋山委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

（暫時休憩し、鍋山委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

株式会社○○については、農業委員会法第３１条、議事参与の

制限により、立川委員の退席を求めます。  

立川委員が退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

（暫時休憩し、立川委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事  務  局   株式会社○○については、別添の別記第２２号様式農地所有適

格法人要件確認書にありますとおり、形態要件、事業要件、構成

員要件、業務執行役員要件のすべてを満たすと考えております。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

       （なしの声）  



 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。株式会社○○については提案のとおり承認

することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって株式会社○○については、提案

のとおり承認することに決しました。  

      退席しております立川委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

（暫時休憩し、立川委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

有限会社○○については、農業委員会法第３１条、議事参与の

制限により、林委員の退席を求めます。  

林委員が退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

（暫時休憩し、林委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。事務局の説明を求めます。  

 

事  務  局   有限会社○○については、別添の別記第２２号様式農地所有適

格法人要件確認書にありますとおり、形態要件、事業要件、構成

員要件、業務執行役員要件のすべてを満たすと考えております。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。有限会社○○については提案のとおり承認



することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって有限会社○○については、提案

のとおり承認することに決しました。  

      退席しております  林委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

（暫時休憩し、林  委員は着席する）  

                                   

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開します。  

以上で本総会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

     した。  

      第３７回南幌町農業委員会総会は、只今を以って閉会いたした  

いと思いますがご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第３７回南幌町農業委員会総会

は只今を以って閉会といたします。  

 

                    （午後３時０５分終了）  
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